
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理不全により通行人や周囲に被害

を与えた場合は、所有者が責任を問わ

れることがあります。 

「大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例」をご存知ですか？ 

 

景 観 

平成２９年４月１日施行 

指導等の対象となる空き地・空家等とは？ 

市民等の安全又は周辺の生活環境に 

悪影響を及ぼすおそれがあるもの。 

特定空き地・特定空家等とは？ 

空き地・空家等のうち、そのまま放置すれば 

倒壊や衛生上有害となるなど、人の生命、 

身体又は財産に被害を与えるおそれがあるもの。 

 

 

衛 生 

・樹木の倒壊 

・雑草の繁茂 

・ごみの放置 

 

・害虫の発生 

・空家等の倒壊 

防 災 

空き地・空家等は、所有者自らによる管理が原則です。しかしながら、適正な 

管理が行われず、防災、衛生、景観等、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしている

空き地・空家等が増え、大きな問題となっています。このため、大牟田市では所有者

の責任を明確にし、行政指導や行政処分を可能にした条例を制定しました。 

条例の制定 



 

 

 

         … 空き地及び空家等の所有者等に対し、適正管理義務を 

課しました。 

 

   … 管理不全な空き地及び空家等の所有者等に対し、 

助言・指導や勧告を行います。 

 

               … 市が特定空き地及び特定空家等の所有者等に対しては、

行政指導に加え、命令や氏名等の公表を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例の施行により管理不全な状態の 

空き地・空家等に対し、下記のような 

措置が可能になります。 
指導及び処分の流れ

所有者等の責務 

行政指導 

行政処分 

市が情報の提供を受けたとき、又は発見したときは、立入調査を行います。 

著しく危険な状態で、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす 

危険性のあるときは、市が応急的に必要最低限の措置を講じます。 

市民等の安全又は周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある 

空き地及び空家等に対して、市は助言・指導を行います。 

 

助言・指導を行っても改善されなかった場合、市は勧告を行います。 

「特定空き地」「特定空家等」については、勧告に従わなかった場合、 

市は命令を行います。 

正当な理由がなく命令に従わなかった場合は、過料を科します。 

（空き地：５万円以下、空家等：５０万円以下） 

命令に従わなかった場合、市は所有者等の氏名、住所などの公表を行います。 

また、命令に従わなかった場合、必要に応じて、行政代執行法の 

定めによる代執行を実施します。 

立入調査 

緊急安全措置 

助言・指導 

 

勧  告 

命  令 

過  料 

公  表 

行政代執行 

行

政

指

導 
行

政
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所有者等の責任の明確化

【空き地・空家等に関するお問い合わせ】 

空き地に関すること：環境部  環境保全課    ℡０９４４－４１－２７２１ 

空家等に関すること：都市整備部 建築住宅課 ℡０９４４－４１－２７８７ 


